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障害程度別該当事業一覧表 
 日常生活用具 住宅 行動範囲の拡大 手当・年金等
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身
体
障
害
者
手
帳

視
　
覚

１ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲

 ２ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲

 ３ 〇 ▲ 〇 〇 〇

 ４ 〇 ▲

 ５ 〇 ▲

 ６ 〇 ▲

 

聴
覚 

平
衡
機
能

２ 〇 〇 ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲

 ３ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇

 ４ 〇 ▲ ▲

 ５ 〇 ▲ ▲

 ６ 〇 ▲ ▲

 音
声

言
語

３ ▲ 〇 ▲ 〇 〇 〇

 ４ ▲ ▲ ▲

 

肢
体 

（
上
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・
下
肢
・
体
幹
）

１ 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲

 ２ 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲

 ３ 〇 ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇

 ４ 〇 ▲ ▲ 〇 ▲

 ５ 〇 ▲ ▲ 〇

 ６ 〇 ▲ ▲ 〇

 

内
　
部

１ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ 〇 ▲

 ２ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇

 ３ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇

 ４ ▲ ▲ ▲

 
療
育
手
帳

最 重 度  Ⓐ 〇 ▲ 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲

 重  度  Ａ 〇 ▲ 〇 〇 〇 ▲

 中  度  Ｂ ▲ 〇 〇 〇

 軽  度  Ｃ ▲

 精神障害者保健福祉手帳 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 所得制限の有無 有 有 無 有 無 有 無 無 有 有 有 有
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国
民
年
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。
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 手当・年金等 医療費 税の軽減 料金の減免
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1 

手帳 

 

 
内 容 有効期間

手     続     き     に
 新規申請 更新申請
 

身
体
障
害
者
手
帳

身体障がいのある方が各種サー

ビスを受けるために必要な手帳

です。 
手帳の等級には１～６級があ

り、申請者の身体の状況が障が

いの種類・程度に該当する場合

に県知事から交付されます。

再認定日が設けられ

ている場合がありま

す。

指定医師が作成した

身体障害者診断書・

意見書（発行から３

か月以内のもの）、

マイナンバーがわか

るもの、来庁者の本

人確認書類をお持ち

ください。

再認定日が設けられ

ている方は、ご案内

の通知を郵送するた

め、持ち物等は通知

を確認してくださ

い。

 

療
育
手
帳

知的障がいのある方が各種サー

ビスを受けるために必要な手帳

です。手帳にはⒶ最重度、Ａ重

度、Ｂ中度、Ｃ軽度があり、申

請者の状況が該当する場合に県

知事から交付されます。

再判定年月日が、設

けられている場合が

あります。

申請の前に電話等で

事前にご相談くださ

い。申請者の状況に

より、持ち物やご案

内が異なります。 
申請後に判定機関

（埼玉県総合リハビ

リテーションセンタ

ー、熊谷児童相談

所）での調査や検査

が必要になります。

再判定年月日が設け

られている方は、ご

案内の通知を郵送す

るため、持ち物等は

通知を確認してくだ

さい。

 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

精神障がいのある方が各種サー

ビスを受けるために必要な手帳

です。手帳の等級には１～３級

があり、申請者の状況が該当す

る場合に県知事から交付されま

す。ただし、申請は初診日から

６か月を経過している必要があ

ります。

有効期限は、原則２

年間です。

精神障害者保健福祉

手帳用診断書（発行

から３か月以内のも

の）、マイナンバー

がわかるもの、来庁

者の本人確認書類を

お持ちください。 
精神障がいにより障

害年金を受けている

方は診断書に替えて

年金証書、振込通知

書でも申請できま

す。

ご案内の通知は郵送

していないため、有

効期間内に新規申請

と同じ物をお持ちに

なって手続きをして

ください。



 

2 

 

 

 必    要    な    持    ち    物    ・    ご    案    内
 居住地変更 氏名変更 返 還 紛失・破損等
 

身体障害者手帳、マイナン

バーが分かるもの、来庁者

の本人確認書類 
 
＜県内での転居＞ 
転居先の自治体で変更 
手続き 

 
＜県外への転出＞ 
 転出前に秩父市で転出 
手続き

身体障害者手帳、マイナン

バーの分かるもの、来庁者

の本人確認書類 
 
※県知事から再交付されま

す。

本人が死亡した場合、返還

の手続きが必要です。 
 
身体障害者手帳、マイナン

バーの分かるもの、来庁者

の本人確認書類

身体障害者手帳（紛失の場

合、手帳に代わる身分証明

書が必要です）、写真（縦

４cm×横３cm）、マイナ

ンバーの分かるもの、来庁

者の本人確認書類 
 
※手帳の内容変更を伴う場

合は、県知事の再交付が

必要になります。

 
療育手帳、マイナンバーが

分かるもの、来庁者の本人

確認書類 
 
＜県内での転居＞ 
転居先の自治体で変更 
手続き 

 
＜県外への転出＞ 
 転出前に秩父市で転出 
手続き

療育手帳、マイナンバーの

分かるもの、来庁者の本人

確認書類 
 
※本人の氏名変更は県知事

から再交付されます。

本人が死亡した場合、返還

の手続きが必要です。 
 
療育手帳、マイナンバーの

分かるもの、来庁者の本人

確認書類

療育手帳手帳（紛失の場

合、手帳に代わる身分証明

書が必要です）、写真（縦

４cm×横３cm）、マイナ

ンバーの分かるもの、来庁

者の本人確認書類 
 
※変更を伴う場合は、県知

事の再交付が必要になり

ます。

 
精神障害者保健福祉手帳、

マイナンバーが分かるも

の、来庁者の本人確認書類 
 
＜県内での転居＞ 
転居先の自治体で変更 
手続き 

 
＜県外への転出＞ 
 転出前に秩父市で転出 
手続き

精神障害者保健福祉手帳、

マイナンバーの分かるも

の、来庁者の本人確認書類

本人が死亡した場合、手続

きはありませんが、手帳を

返還していただく必要があ

ります。 
 
精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

（紛失の場合、手帳に代わ

る身分証明書が必要で

す）、写真（縦４cm×横３

cm）、マイナンバーの分か

るもの、来庁者の本人確認

書類 
 
※変更を伴う場合は、県知

事の再交付が必要になり

ます。
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障害者総合支援法と児童福祉法のサービス                         

（１）障害福祉サービス等の種類  
障害者総合支援法に基づくサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。 
自立支援給付は、「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」に分けられ、地域生活支援事業として
「相談支援」「意思疎通支援」「日常生活用具の給付」「移動支援」等があります。 

 種 類 内 容
 

介
護
給
付

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 
重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に
介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時におけ
る移動支援などを総合的に行います。

 
同行援護 視覚障がいにより移動が困難な人が外出するとき、必要な情報提供や移動

の援護を行います。

 
行動援護 行動上著しい困難を有する人が行動するときに、危険を回避するために必要

な支援、外出支援を行います。

 
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行い

ます。

 
短期入所（ショートステイ） 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。

 
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活の世話を行います。

 
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとと

もに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓
練
等
給
付

自立訓練（機能訓練･生活訓練） 自立した日常生活または社会生活ができるよう、身体機能・生活能力維持向
上のために必要な訓練を行います。

 
就労選択支援 就職先や働き方について、本人の希望や就労能力、適性等に合った選択がで

きるよう、支援を行います。

 
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力等の向上の

ために必要な訓練を行います。

 
就労継続支援（A 型･B 型） 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、能力の向上

のために必要な訓練を行います。

 
就労定着支援

「就労移行支援」や「就労継続支援」を利用して一般就労をした人に、就労
に伴う生活面の課題解決のため一定期間支援を行います。

 
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力、生活力等を補うため、日常生活の課題を把握し、

必要な支援を行います。

 共同生活援助（グループホー
ム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日
常生活上の援助を行います。

 
相
談
支
援 

計画相談支援（サービス利用支
援・継続サービス利用支援）

施設や病院に入所・入院している障がいのある方に対して、地域生活に移行
するための相談や住居の確保、地域定着を図るための連絡・サポート体制を
確保します。

 地域相談支援（地域移行支援・
地域定着支援）

障害のある方の状況や、その置かれている環境等を勘案して、利用するサー
ビスの内容等を定めたサービス等利用計画等を作成します。
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（２）障がい児通所支援等の種類  
 

 
（３）障害福祉サービスの利用までの流れ  
 
 区分が決定するまで 
  ① 市役所障がい者福祉課又は各総合支所市民福祉課に申請をします。 

② 市の認定調査員が訪問調査（８０項目）に伺います。 
③ 認定調査の結果をコンピューターにより判定します。 
④ 医師の意見書や認定調査の特記事項を審査会にかけて、障害支援区分が認定されます。 
⑤ 訓練等給付・地域相談支援の場合は、１次判定のみになります。 

 区分が決定したら 
① 市はサービスの利用意向についての聞き取りをします。 
② 指定相談事業所に依頼をし、サービス等利用計画案を作成します。 
③ 利用計画案に基づいて、市が支給決定案を作成・支給決定します。 
④ 申請者に決定通知を発送します。 
⑤ 指定相談事業所が、サービス等利用計画の作成をします。 
⑥ 自宅や施設等で、サービス利用開始となります。 

 種 類 内 容
 

地
域
生
活
支
援
事
業

相談支援 日常生活や社会生活が安心して営めるよう、相談に応じ、必要な情報の提
供、援助等を行います。

 
意思疎通支援 公的機関、医療機関等で意思の伝達ができるよう、手話通訳者や要約筆記

者の派遣を行います。

 
日常生活用具の給付 日常生活の便宜を図るための用具を給付します。(詳細は８～１１ページ)

 
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。（詳細は１２ページ）

 
地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設で

す。

 
日中一時支援 日中の活動の場を確保し、家族の就労や一時的な休息を支援します。（詳細

は１２ページ）

 種 類 内 容
 

通
所
支
援

児童発達支援 
（居宅訪問型児童発達支援）

日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への
適応訓練等を行います。 
また、通所が困難な方へ居宅訪問型のサービスもあります。

 

放課後等デイサービス
学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学しており、授業の終了後または休業
日に支援が必要な障がい児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

 
相
談 

支
援

障害児相談支援事業 
（障害児支援利用援助、継続障
害児支援利用援助）

障がい児に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供や各機関との連絡
調整などを行うとともに、障がい児の通所サービスの内容等を定めた障害
児支援利用計画等の作成を行います。
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認定された障害支援区分による受けられるサービス 

  
 

障害福祉サービスの利用者負担 
障害福祉サービスや障がい児通所支援では、利用にかかる費用の 1 割が利用者負担となっています。ただし、
所得の状況に応じて負担軽減の措置があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 サービス 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
 

介
護
給
付

 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 
 重度訪問介護 〇 〇 〇

 
 同行援護

△ △ △ △ △ △ △
 ※ 視覚障がいを有する方
 

 行動援護
△ △ △ △

 ※ 強度行動障がいを有する方
 

 重度障害者等包括支援 〇

 
 短期入所 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 
 療養介護

△ △
 ※ 筋ジストロフィーの患者および重症心身障害者は区分５以上
 

 生活介護
△ 〇 〇 〇 〇

 ※ ５０歳以上は区分２以上
 

 施設入所支援
△ 〇 〇 〇

 ※ ５０歳以上は区分３以上
 

訓
練
等
給
付

 自立訓練 
就労選択支援 
就労移行支援 

 就労継続支援 
 就労定着支援 
 自立生活援助 
 共同生活援助

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 

※ 認定調査のみ必要

 地
域
相
談 

支
援

 地域移行支援 
 地域定着支援

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 ※ 認定調査のみ必要
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（４）所得区分と負担上限月額について  
利用者本人（障がい児の場合は保護者）の属する世帯の収入等に応じて、以下の５つの所得区分に応じた負担
上限月額が認定されます。 
利用者負担額が負担上限月額を超えた場合は、負担上限月額が利用者負担額となります。 

 
 
 
（５）世帯の範囲について  

所得区分の決定にかかる世帯の範囲については、障がい者（障がい児の場合は保護者）及び配偶者となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 所得区分 対象となる世帯 負担上限月額
 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

 
低所得１ 市民税非課税世帯であって、障がい者または障がい児の保護者の収入が年 

間８０万９,０００円以下であるもの
０円

 
低所得２ 市民税非課税世帯であって、上記に該当しないもの

 

一般１

市民税課税世帯のうち、次のア又はイに該当し、かつ、市民税所得割額が 
１６万円（障害児及び２０歳未満の施設入所者は２８万円）未満のもの

 
ア）居宅で生活する障がい児 ４，６００円

 
イ）居宅で生活する障がい者及び２０歳未満の施設入所者 ９，３００円

 
一般２ 市民税課税世帯のうち、一般１に該当しないもの ３７，２００円
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難病等医療費助成                                    

（１）指定難病等の医療給付  
指定難病等の医療給付は、指定医療機関等で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部または一部を
県が公費負担することにより、指定難病等に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費等の負担
軽減を図ることを目的としています。 

 ◎ 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病 ３４８疾病 
 ◎ 埼玉県単独指定難病 
   ・橋本病  ・特発性好酸球増多症候群  ・原発性骨髄線維症  ・溶血性貧血 
 ◎ 特定疾患（新規申請できるのは以下の２疾患のみ） 
   ・スモン  ・プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。） 
 ◎ 先天性血液凝固因子欠乏症等（原則として２０歳以上の者） 

・第Ⅰ因子（フィブリノゲン）欠乏症        ・第Ⅱ因子（プロトロンビン）欠乏症 
・第Ⅴ因子（不安定因子）欠乏症          ・第Ⅶ因子（安定因子）欠乏症 
・第Ⅷ因子欠乏症（血友病Ａ）           ・第Ⅸ因子欠乏症（血友病Ｂ） 
・第Ⅹ因子（スチュアートプラウア）欠乏症     ・第Ⅺ因子(PTA)欠乏症 
・第Ⅻ因子(ヘイグマン因子）欠乏症         ・第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子）欠乏症 
・von willebrand（フォン・ヴィルブランド）病    ・血液凝固因子製剤に起因する HIV 感染症 

  
●相談・申請窓口 ： 埼玉県秩父保健所 ☎２２－３８２４ 

 
 
 
 
（２）小児慢性特定疾病医療費助成制度  

児童福祉法に基づき児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病（小児慢性特定疾病）の医療にかかる費用の一
部を県が助成し、児童等の医療費等の負担軽減を図る制度です。 

 ＜１６対象疾患群（８０１疾病）＞ 
  ・悪性新生物  ・慢性腎疾患   ・慢性呼吸器疾患  ・慢性心疾患   ・内分泌疾患 

・膠原病    ・糖尿病     ・先天性代謝異常  ・血液疾患    ・免疫疾患    
・神経・筋疾患 ・慢性消化器疾患 ・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ・皮膚疾患 

  ・骨系統疾患  ・脈管系疾患   ・その他（成長ホルモン治療） 
  

●相談・申請窓口 ： 埼玉県秩父保健所 ☎２２－３８２４ 
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（３）難病患者等通院交通費給付金 
難病の治療のため市外の病院等に通院している方に対して、交通費を助成します。 

 ※自動車等燃料費給付と生活サポート事業を利用している方は受けられません。 
 ●対象者 
  ・特定疾病医療受給者証、指定疾病医療受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

のいずれかをお持ちで難病の治療のため市外の病院等に通院している方 
・慢性腎不全のため人工透析を行っている方で、市外の病院等に通院している方 
※吉田・大滝・荒川地区在住の場合、秩父地区の病院等に通院している方も含む 

 ●給付額 
  【電車またはバスを利用した場合】運賃の２分の１の額 

※旅客運賃割引の対象となる場合は、割引適用後の運賃となります。 
【自家用車を利用した場合】通院にかかる距離１Km あたり１０円 

 ●持参するもの 
  各種医療受給者証または特定疾病療養受給者証、医療機関発行の領収書等の通院記録を証明できるもの、口

座情報のわかるもの、印かん 
 ●相談・申請窓口 
  障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 

日常生活の支援                                     

（１）車いすの貸出し  
●対 象     ： 市内に居住し居宅において生活する方 
●貸し出し期間  ： １か月以内（２回まで延長可、最長３か月） 
●料 金     ： 無料 
●相談・申請窓口 ： 障がい者福祉課 

または秩父市社会福祉協議会 ☎２２－１５１４ 
 
 
 
（２）日常生活用具の給付  

重度障がい児（者）に対し、その障がいや等級、世帯状況等により特殊寝台等の日常生活用具を給付していま
す。Ｔ字状・棒状の杖、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、ストーマ装具および収尿器を除く用具の給付の対象
者は、在宅の障がい者です。 
●持参するもの  ： 身体障害者手帳、療育手帳、難病患者等については、各種医療受給者証 
●相談・申請窓口 ： 障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 ※既に購入した用具については、助成できません。購入前に必ずご相談ください。 
 ※介護保険に該当する種目は、原則として介護保険が優先されます。 
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日常生活用具一覧表 

 

 種 目 障がいの程度 年 齢 その他

 特殊寝台 下肢または体幹２級以上 １８歳以上

 

特殊マット

①下肢または体幹１級 
②療養手帳の重度以上

１８歳以上

 ①下肢または体幹２級以上 
②療育手帳の重度以上

３歳以上 
１８歳未満

常時介護を必要とする方

 特殊尿器 下肢または体幹１級以上 学齢児以上 常時介護を必要とする方

 入浴担架 下肢または体幹２級以上 入浴にあたり介護を要する方

 体位変換器 下肢または体幹２級以上 ３歳以上 下着交換時にあたって介護を必要とする

 移動用リフト 下肢または体幹２級以上 ３歳以上

 
訓練椅子 下肢または体幹２級以上

３歳以上 
１８歳未満

 訓練用ベッド 下肢または体幹機能障がい者

 入浴補助用具 下肢または体幹機能障がい者 入浴にあたり介護を要する方

 便器 下肢または体幹２以上 学齢児以上 取替えで住宅改修を伴うものを除く

 トイレチェアー 頚髄損傷等の障がい者 ３歳以上 通常の便座上で座位を保てない方

 Ｔ字状・棒状のつえ 下肢または体幹機能障がい者 学齢児以上 歩行補助杖で歩行機能を補うことができる方

 
移動・移乗支援用具

平衡機能もしくは下肢または体幹機

能障がい者
３歳以上

家庭内移動等において介助が必要な方。ただし、

設置にあたり住宅改修を伴う物を除く

 車椅子用段差昇降機 常時車椅子を使用する方 家庭内の移動等において介助が必要な方

 視覚障害者用誘導装置 視覚２級以上 学齢児以上 音声による誘導が必要な方

 

頭部保護帽

①平衡期のもしくは 
下肢または体幹機能障がい者 

②療育手帳の重度以上

てんかん発作等により頻繁に転倒する方

 
特殊便器

①上肢２級以上 
②療育手帳の重度以上

学齢児以上 訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な方

 
火災報知器

①身体２級以上 
②療育手帳の重度以上

・火災発生の感知・避難が著しく困難で、障がい

者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯 
・火災警報機は１世帯２台まで

 
自動消火器

①身体２級以上 
②療育手帳の重度以上

学齢児以上

 
電磁調理器

①身体２級以上 
②療育手帳の重度以上

１８歳以上 障がい者のみの世帯および準ずる世帯

 歩行時間延長信号機用 
小型送信機

視覚２級以上 学齢児以上

 聴覚障害者用 
室内信号装置

聴覚２級

 聴覚障害者用 
携帯信号装置

聴覚３級以上 学齢児以上
視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じること

ができない方

 
透析液加温器 腎臓機能３級以上 ３歳以上

自己連続携行式腹膜灌流（CAPD）による透析療法

を行う方
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 種 目 障がいの程度 年 齢 その他

 
ネブライザー

①呼吸機能３級以上 
②同程度の障がい者

 
電気式たん吸引器

①呼吸機能３級以上 
②同程度の障がい者

 
酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行

う障がい者等
医療保険における在宅酸素療法を行う方

 盲人用体温計（音声式） 視覚２級以上 学齢児以上 障がい者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯

 盲人体重計 視覚２級以上 １８歳以上

 動脈血中酸素飽和度測

定器（パスルオキシメ

ーター）

人工呼吸器の装着が必要な障がい者

等

 
携帯用会話補助装置

音声機能もしくは言語機能または肢

体不自由

 
情報・通信支援用具

上肢機能２級以上もしくは視覚２級

以上
学齢児以上

周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難

な方

 
点字ディスプレイ

視覚２級以上 
１８歳以上

 点字タイプライター 視覚２級以上の障がい者等 就学、就労しているかまたは就労が見込まれる方

 点字器 視覚２級以上 学齢児以上 点字器使用が可能な方

 視覚障害者用 
ポータブルレコーター

視覚２級以上 学齢児以上

 視覚障害者用 
活字文書読上げ装置

視覚２級以上 学齢児以上

 視覚障害者用 
拡大読書器

視覚障がい者 本装置により文字等を読むことが可能になる方

 盲人用時計 視覚２級以上 １８歳以上

 
聴覚障害者用通信装置

聴覚または音声・言語機能に著しい

障がいのある方
学齢児以上

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必

要な方

 聴覚障害者用 
情報受信装置

聴覚障がい者 装置によりテレビの視聴が可能になる方

 文字放送ラジオ 聴覚３級以上 学齢児以上 文字による情報を必要とする方

 人工咽頭 咽頭摘出の障がい者等 学齢児以上

 視覚障害者用 
ワードプロセッサー

視覚障がい者 学齢児以上

 
点字図書

主に情報の入手を点字によっている

視覚障がい者等

 
ストーマ装具

ぼうこうまたは直腸機能障がいのあ

る方
３歳以上
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（注） 
・表中の「障害者等」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第４条に規定する「障

害者」及び児童福祉法第４条に規定する「障害児」をいう。 
・「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を

含む。 
・「情報・通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

等をいう。 
・「ストーマ装具」については、必要に応じ、６か月まで一括給付ができることとする。 
・「ストーマ装具」のうち、「蓄便袋」及び「蓄尿袋」において、障害者等以外のストーマ造設をしている児（者）

に対する給付にあたっては、ストーマ閉鎖が見込まれることから、６か月の給付を限度とする。 
・「居宅生活動作補助用具」については、基準単価以下であっても価格にかかわらず生涯１回の給付に限る。 
 

 
（３）補装具費の支給  
身体障害のある方や難病患者の方に対して、日常生活の支援や就学・就労のために補装具の給付や修理を行っ
ています。 
※１８歳以上の障害者の場合、家庭の所得状況により制限があります。 

 ●持参するもの  ： 身体障害者手帳、難病患者等については、各種医療受給者証 
●相談・申請窓口 ： 障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
※既に購入した用具については、助成できません。購入前に必ずご相談ください。 

 ※介護保険に該当する補装具は、原則として介護保険が優先されます。 
 
 
 

 種 目 障がいの程度 年 齢 その他

 
収尿器

脊髄損傷等による排尿障がいのある

方（特に失禁のある方）
３歳以上 自分の意思での排尿コントロールが困難な方

 

住宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能または脳性麻痺等脳

原性運動機能障がいのある３級以上

の方

学齢児以上 配置に小規模な住宅改修を伴うもの

 補装具の種類
 障害区分 補装具
 

視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等

 
聴覚障がい 補聴器

 
肢体不自由 義手、義足、装具、車椅子、歩行器、補助つえ等

 
肢体不自由児 車載用姿勢保持装置、起立保持具等

 
一部の内部障がい 車椅子

 
上下肢、音声・言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置
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（４）難聴児の補聴器購入助成  
難聴児の言葉の習得、教育等における健全な発達を支援するため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度
または中等度の難聴児に対し、補聴器購入費を助成します。 
●対象者 

市内在住の１８歳未満で、以下に該当する方。 
・左右いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが２５デシベル以上であって身体障害者手帳の交付の対象となら

ないこと。 
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師により判断されていること。 

●相談・申請窓口 ： 障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
 
（５）移動支援  

社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加の外出について支援します。 
●対象者 

市内に住所がある方または市による自立支援給付決定を受けている方で、下記に該当する方。ただし、他の
市町村による自立支援給付決定を受けている方、施設入所者および障害者総合支援法に基づく介護給付事業
の重度訪問介護対象者および行動援護対象者を除きます。 
・身体障害者手帳をお持ちの方で、肢体不自由１、２級の方 
・療育手帳をお持ちの方 ・精神障がいの方 
・発達の遅れが認められるために、日常生活または社会生活に制限を受ける児童 

●持参するもの  ： 身体・療育・精神障害者保健福祉手帳 
●相談・申請窓口 ： 障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
 
（６）日中一時支援  

日中において障がい児（者）を監護する方がいない場合に、障害福祉サービス事業所において一時的に見守り
等の支援を行います。 
●対象者 

市内に住所があり下記に該当する方。ただし、施設入所者および障害者総合支援法に基づく介護給付事業の
共同生活援助利用者（体験利用者を除く）を除きます。 
・身体障害者手帳をお持ちの方 
・療育手帳をお持ちの方 
・精神障がいの方 
・発達の遅れが認められるために、日常生活または社会生活に制限を受ける児童 

●持参するもの 
身体・療育・精神障害者保健福祉手帳 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
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（７）重度障害者住宅改修費の補助  
重度障がい者の日常生活の利便を図るため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造す
る場合、３６万円を限度として補助します。 
ただし、新築・増築・改築および介護保険の給付対象となる住宅改修は補助対象となりません。また、前年度
の所得税額によっては、補助対象となりません。 
●対象者 

市内に住所があり下記に該当する方。 
・身体障害者手帳をお持ちで、障害部位が下肢または体幹であり、かつ、障害程度が１級または２級の方 
・世帯の最多収入者の前年分所得税額が１０万５００円以下の世帯に属する方 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
（８）生活サポート事業  

市が認定した団体が、一時預かり、送迎、外出支援等のサービスを行います。利用料金の一部を補助します。
（利用時間の上限あり） 
●対象者 

在宅の障がい児（者）または指定難病患者等 
 ●持参するもの 
  身体・療育・精神障害者保健福祉手帳、指定難病受給者証 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
（９）紙おむつ用ゴミ袋の支給  

身体障害者手帳をお持ちで、市から紙おむつを支給されている３歳以上の方に支給します。申請の際、窓口へ
身体障害者手帳をお持ちください。 
●支給枚数 

１か月５枚（１年度分を支給します） 
●申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
（１０）在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用給付金  

在宅酸素濃縮装置の利用に係る電気料の一部を助成します。 
●対象者 

市内在住で、呼吸器機能障害により、酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法による治療を受けている方 
●給付内容 

電気代として月額１，５００円 ※申請月分から支給します。 
●持参するもの 
 在宅酸素療法受診証明書またはメーカー発行の酸素濃縮装置試用証明書 
 給付金振込先口座の名義・番号がわかるもの 
 ※各証明書様式は、障がい者福祉課または各総合支所にてお渡ししています。 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
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（１１）配食サービス  
虚弱なひとり暮らしの高齢者や重度の障がい者に栄養バランスの取れた食事をお届けします。 
●対象者 

自分で食事の支度をすることが困難で、同居の親族等から食事の提供が受けられない状況にある、次のいず
れかに該当する方。 
・おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者並びに高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 
・重度心身障がい者 

●事業内容 
・週３日以内の希望する曜日（日曜日、年末年始を除く）に、昼食を居宅へ配達 
・配達時に利用者の安否を確認し、異常がある場合は関係機関への連絡等を実施 

●費用 
１食４００円 

●相談・申請窓口 
高齢者介護課または総合支所市民福祉課 

 
（１２）緊急通報システム  

ひとり暮らしの高齢者や重度障がいのある方が緊急事態時に消防署へ簡単に通報できるシステムです。 
●対象者 

市内に住所を有するおおむね６５歳以上の高齢者及び重度の障がい者で、次のいずれかに該当する方。 
 ・身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で常時注意を要する者であって、同一建物内に通報で

きる親族が同居していない方。⇒個人負担金なし 
 ・ひとり暮らしに不安を抱える高齢者（昼間又は夜間のみ 1 人になる者を含む）⇒個人負担金あり 
 ・その他市長が特に必要と認めた方⇒個人負担金は状況により検討 
●相談・申請窓口 

高齢者介護課または総合支所市民福祉課 
 
（１３）避難行動要支援者支援制度  

要介護者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難で支援が必要な方（避難行動要支援者）の情報を
集約して「避難行動要支援者名簿」を作成しています。 
この制度は、名簿登録者の中で災害時の避難支援等を希望する方が、本人の同意に基づき、平常時から名簿情
報を民生委員・児童委員や自主防災組織など（避難支援等関係者）に提供し、日頃から情報共有を図ることで、
災害時における避難を支援する制度です。 
●対象者 

・身体障害者手帳１級、２級をお持ちの方（障がいの部位が肢体・視覚・聴覚に限る） 
・療育手帳Ⓐ、Ａをお持ちの方       ・精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方 
・要介護認定３～５を受けている方     ・上記に掲げるものに準ずる状態にある難病患者 
・その他避難支援等を希望し、市長が支援の必要を認めた方 

●名簿登録 
原則１年に一度「避難行動要支援者名簿」掲載者の見直しを行います。名簿に掲載された方々に対して、平
常時における関係機関へ個人情報提供の意思を確認する同意書をお送りします。 

●相談・申請窓口 
社会福祉課 
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（１４）あんしんサポートねっと  
判断能力の不十分な高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などが安心して生活が送れるように定期的に訪
問し、次のような内容をお手伝いします。 
・福祉サービスの利用援助、日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、書類等預かりサービス（不動産の権

利証・契約書・通帳・実印など） 
●利用料金 

１回１時間１，６００円 
※日常的金銭管理において通帳を預かる場合または金融機関において代理により援助を行う場合は、１回１

時間２，０００円、以降３０分毎に６００円が加算されます。 
※書類等預かりサービスは、基本料２，０００円（1 年間）、利用料５００円（１か月） 

●相談・申請窓口 
秩父市社会福祉協議会 ☎２２－１５１４ 

 
（１５）生活福祉資金（福祉費）  

住宅を増築、改築、拡張、補修、保全する場合または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費を貸し付けします。 
●対象者 

障がい者、高齢者および低所得世帯の方 
●内容 

・貸 付 額 ：２５０万円以内 
・据置期間 ：６か月以内 
・償還期間 ：据置期間経過後７年以内 
・貸付利率 ：連帯保証人ありの場合は無利子、連帯保証人なしの場合は据置期間経過後、年１．５％（据

置期間中は無利子） 
・交付方法 ：一括交付 
・貸付対象外：新築、工事着工後の申請、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金が対象 

         となる場合 
※市等による他の補助制度や助成制度が受けられるかどうかを確認します。（例：介護保険、日常生活用具給

付等事業、重度身体障害者（児）居宅改善事業） 
※貸付後に使途報告書の提出が必要です。内容を確認し、差額の返還を求める場合があります。 

●相談・申請窓口 
秩父市社会福祉協議会 ☎２２－１５１４ 

 
（１６）成年後見制度等相談窓口（こうけんサポートちちぶ）  
 成年後見制度等の利用や申立てに関わる相談、親族後見人等からの相談をお受けします。 
 ●対象者 
  市内に住所を有する認知症高齢者や知的障がい・精神障がいにより判断能力の不十分な方、そのご親族や関

係者等 
 ●料金 
  相談料無料 

●相談・申請窓口 
秩父市社会福祉協議会（こうけんサポートちちぶ） ☎２２－１５１４ 

 



 

16 

（１７）Net１１９緊急通報システム  
聴覚言語障がい等により会話による１１９番通報が困難な方等を対象に、スマ―トフォンや携帯電話等のイン
ターネット機能を利用して消防車や救急車を要請するシステムです。 
※事前に登録申請が必要です。音声による１１９番通報が可能な方は利用できません。 
●対象者 
 会話による通報が困難な方で、秩父広域市町村圏組合管内に居住されている方 
●申請に必要なもの 

・申請書（消防署でお配りするほか、秩父広域市町村圏組合ホームページからダウンロードできます） 
●申請・相談窓口 

秩父消防本部 指揮統制課 ☎２１―０１１９ FAX２１―０１２４ 
メールアドレス syoubousirei@union.chichibukouiki.lg.jp 
ホームページ  https://www.c-kouiki.jp/ 

 
 
 
（１８）FAX１１９番通報システム  

音声による１１９番通報が困難な方等を対象に、ＦＡＸを利用して消防車や救急車を要請するシステムです。 
●利用方法 

・ＦＡＸ１１９番通報用紙（消防署でお配りするほか、秩父広域市町村圏組合ホームページからダウンロー
ドできます）に必要事項を記入します。 

・１１９をダイヤルし、通報用紙を送信します。 
・指令センターで受信すると、返信ＦＡＸを送信します。 
※事前の利用手続きはありません。 

●申請・相談窓口 
秩父消防本部 指揮統制課 ☎２１―０１１９ FAX２１―０１２４ 
メールアドレス syoubousirei@union.chichibukouiki.lg.jp 
ホームページ  https://www.c-kouiki.jp/ 

 
 
 
（１９）１１０番アプリ  

聴覚や言語機能に障がいがある方等、音声による１１０番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、
文字や画像で警察に通報できるシステムです。 
●利用方法 

・携帯電話に専用のアプリケーションプログラムをダウンロードします。 
・氏名、電話番号、パスワード等を事前に登録します。 
※通報時には、それぞれの電話会社との契約に応じた通話料金がかかります。 

●相談窓口 
 埼玉県警察 通信指令課 ☎０４８－８３２－０１１０ 
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社会参加                                        

（１）運転免許取得費用の補助  
障がい者が運転免許を取得する場合、補助対象経費の２／３を補助します。補助の限度額は１２万円です。 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
（２）自動車改造費用の助成  

自動車用ハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を１０万円まで助成します。（１人１台ま
で） 
●対象者 

肢体不自由で、通勤等のために自分で自動車を所有し運転する方 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉 
 
（３）タクシーの利用料金の助成  

重度心身障がい者の社会生活圏を拡大させるため、希望者に福祉タクシー券（年間最大４０枚）を交付します。
埼玉県又は秩父市と協定を結んだタクシー事業者を利用した場合に利用券１枚につき一般タクシーの初乗運
賃相当額を助成します。 
※１回の乗車につき最大２枚まで利用が可能です。 
※自動車等燃料費給付との併用はできません。 
●対象者 

身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ⓐ～Ｂ、 
精神障害者保健福祉手帳１級の方 

●持参するもの 
障害者手帳 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
（４）自動車等燃料費の助成  

購入した燃料１リットルにつき５０円を助成します。１か月の対象限度量は乗用車２０リットル、バイク５リ
ットルです。 
※福祉タクシー券との併用はできません。 
●対象者 

身体障害者手帳１～３級および療育手帳Ⓐ～B 精神障害者保健福祉手帳１級で、自己または同居親族所有の
車を自ら運転される方。または、身体障害者手帳１～３級の視覚障がい者、もしくは療育手帳Ⓐ～Ｂを所持
する在宅の知的障がい者と同居し、移動支援を行っている方 

●持参するもの 
障害者手帳、車検証、免許証、預金通帳等 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
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（５）視覚障がい者に対する声の広報  

秩父市が月１回発行する「市報ちちぶ」を CD に録音して郵送しています。録音・郵送をボランティアグルー
プきぶねぎくの会に委託しています。 
●相談・申請窓口 

秘書広報課 ☎２２－２５０５（直通） 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
 
 
 
（６）郵送による不在者投票  

郵送により不在者投票ができます。 
なお、対象の障がいに加え上肢または視覚障がい１級に該当する方は、郵送による不在者投票における代理記
載制度が利用できます。郵送による不在者投票を利用する場合は、事前の手続きが必要です。 
●対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢・体幹・移動機能障害１、２級の方、心臓・じん臓・呼吸器・ぼう
こう・直腸・小腸１、３級の方、肝臓または免疫障害１～３級の方 

●相談・申請窓口 
選挙管理委員会 ☎２２－８２００（直通） 

 
 
 
 
（７）秩父市ふれあいセンター  

地域在宅福祉を積極的に推進し、障がいのある方があらゆる人たちと交流しながら、生きがいづくりと社会参
加を図るための施設です。 
●対象者 

障がい児（者）、福祉関係者およびその団体、その他  
●利用料金 

障がい児（者）とその家族、福祉団体は無料 
その他は有料 

●開館日・時間 
月曜日～土曜日 
教養娯楽室、研修室、休憩室、会議室、調理実習室 
午前９時～午後９時 

●申請窓口   
秩父市ふれあいセンター ☎２２－９１３２ 

 
 
 
 



 

19 

 
（８）秩父市温水プール  

市民の健康増進、体力向上、生涯スポーツの拠点としての施設です。一般用２５ｍプールと幼児用プールがあ
り、年間を通じてご利用いただけます。 
●利用対象者 

どなたでも利用できます。 
●利用料金 

一般    ４１０円（市外６１５円） 
小・中学生 ２１０円（市外３１０円） 
幼児    １００円（市外１５０円） 
障害者手帳、ミライロＩＤ提示の方は無料 
※他にお得な回数券、半年利用券、年間利用券もあります。 

●利用時間 
第１部：１０:００～１２:００ 第２部：１３:００～１５:００ 
第３部：１５:３０～１７:３０ 第４部：１８:３０～２０:３０ 

●休館日 
毎週火曜日（ただし、国民の祝日に当たる時はその翌日）、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

●申請窓口 
秩父市温水プール ☎２２－７４１１ 

 
（９）駐車禁止適用除外  

標章の提示により駐車禁止区域内（法定禁止区域内を除く）でも、他の交通の妨げにならなければ駐車できま
す。 
●対象者 下表に該当する身体障がい者で歩行困難な方 

 ●相談・申請窓口 
秩父警察署 ☎２４－０１１０ 

 障がいの区分 障がいの程度

 視覚 １～３級、４級の１

 聴覚 ２、３級

 平衡機能 ３級

 上肢 １、２級の１および２級の２

 下肢 １～４級

 体幹 １～３級

 乳幼児期以前の非進行性脳病変に 
よる運動機能

上肢 １、２級（上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

 下肢 １～４級

 心臓機能 １、３級

 じん臓機能 １、３級

 呼吸器機能 １、３級

 ぼうこう又は直腸機能 １、３級

 小腸の機能 １、３級

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 １～３級

 肝臓機能 １～３級
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（１０）埼玉県思いやり駐車場  
 障がいのある方や高齢者の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設

や商業施設に設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度
です。 

 ●交付対象者 

   
●申請窓口 
・障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

  ・埼玉県福祉政策課への電子申請、郵送申請 
 
 
 
 
 
 
 

 区 分 交付基準 申請に必要な書類等 有効期間
 

身
体
障
が
い
者

視覚障がい ４級以上

身体障害者手帳

対象者としての基準に

該当しなくなるまで

 聴覚障がい ３級以上

 平衡機能障がい ５級以上

 

肢
体
不
自
由

上肢 ２級以上

 下肢 ６級以上

 体幹 ５級以上

 脳原性 
運動機能 
障がい

上肢機能 ２級以上

 移動機能 ６級以上

 内部障がい（免疫機能障がいを含む） ４級以上

 知的障がい者 Ａ以上 療育手帳

 精神障がい者 １級 精神障害者保健福祉手帳

 

難病患者

特定疾患医療受給者、 
指定難病医療受給者、 
小児慢性特定疾病医療受給者

次に揚げるいずれか 
・特定疾患医療受給者証 
・指定難病医療受給者証 
・小児慢性特定疾病医療受給者証

 高齢者等 要介護１以上 介護保険被保険者証

 妊産婦（出産後は乳児と同伴の場合に限る） 妊娠７か月から産後１年まで 母子健康手帳 妊娠７か月から産後１年まで

 多胎妊産婦（出産後は乳児と同伴の場合に限る） 妊娠 7 か月から産後 3 年まで 母子健康手帳 妊娠７か月から産後３年まで

 

けが人等

医師の診断等により、歩行
が困難であるために特別
な配慮が必要であると認
められる方

次に揚げるいずれか 
・医師の診断書若しくは 

意見書または公的機関
の証明書等 

・身分証明書（運転免許
証、マイナンバーカード
等）

診断書等で必要と認め
る期間 
（原則１年以内）

 

その他車椅子の常時使用が必要と認められる方
医師の診断等により、 
車椅子の常時使用が必要
であると認められる方

対象者としての基準に
該当しなくなるまで
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手当・年金等                                      

（１）特別児童扶養手当  
精神、知的または身体に障がいがある２０歳未満の児童を家庭において育てている方に支給されます。 
障がいがある児童とは、精神障がい、知的障がいの場合は１人でまったく日常生活ができないか著しく制限さ
れるとき(おおむね療育手帳Ⓐ～Ｂの方)。身体障がいの場合はおおむね身体障害者手帳１、２級または３級程
度のときをいいます。 
ただし、次の場合には手当が受けられません。 
・児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合 
・児童福祉施設等（通園施設は除く。）に児童が入所している場合 
※本人または家族に一定の所得があるときは、その年度は支給停止になります。 
●内容 

１級：月額５８，４５０円 
２級：月額３８，９３０円 

●持参するもの 
戸籍謄本、住民票、医師の診断書、預金通帳（保護者のもの）、印かん、マイナンバーが分かるもの 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
 
 
（２）児童扶養手当  

父または母が一定の障がいの状態にあり、児童（１８歳年度末までの児童、または、一定の障がいのある２０
歳未満までの児童）を養育している場合に手当が支給されます。 
障がいの程度は、診断書により判断します。（障害者手帳の判断基準とは異なります。） 
※父または母のうち、一定の障がいの状態にない方が受給者となります。 
※受給者、配偶者、扶養義務者に、一定の所得がある場合は、手当の一部または全部の支給が停止となります。 
※児童が児童福祉施設等に入所している場合、手当は申請できません。 

 ●内容 

 ●持参するもの 
戸籍謄本、口座情報の分かるもの、マイナンバーの分かるもの、本人確認書類など 
※家庭の状況により必要書類は異なります。 

●相談・申請窓口 
保育こども課または総合支所市民福祉課 

 
 

 
児 童

月 額
 全部支給 一部支給 （受給者の所得に応じて）
 

１子目 ４８，０５０円 １１，３４０円 ～ ４８，０５０円

 
２子目以降 １１，３５０円を加算 ５，６８０円 ～ １１，３４０円 を加算
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（３）特別障害者手当  
２０歳以上であって、精神、知的または身体の重度障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状
態にある方。ただし、施設に入所中の方および３か月を超えて病院などに入院している方は除きます。（所得制
限があります） 
●内容 

手当額：月額３０，４５０円 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 

 
 
（４）障害児福祉手当  

２０歳未満であって、身体障害者手帳の１級および２級の一部の方、療育手帳のⒶ相当の方、並びに常時介護
を要する精神に障がいのある方。ただし、障害年金を受給している方、および施設に入所中の方は除きます。
（所得制限があります） 
●内容 

手当額：月額１６，５６０円 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
 
 
（５）在宅重度心身障害者手当  

重度の障がいがあり特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給しておらず（超重症心身障害
児は除く）、在宅で生活されている当年度の市民税が非課税の方。ただし、新規に手帳を交付された６５歳以上
の方は除きます。 
●対象者 

・身体障害者手帳１、２級の方 
・療育手帳Ⓐ、Ａの方 
・精神障害者保健福祉手帳１級の方 

●内容 
月額５，０００円 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
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（６）国民年金（障害基礎年金）  
２０歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失った後でも６０歳以上６５歳未満で日本国内
に住んでいる間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日があること。（ただし、老齢基礎年金の繰上げ支
給を受けている方を除きます。）病気やけがによる障がいの程度が２０歳に達したとき、または障害認定日に
おいて、障害等級表（国民年金法施行令）の１級または２級のいずれかの状態になっていること。 
●納付要件 

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、下記のいずれかに該当すること。 
・国民年金の保険料納付済期間（厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保険料免

除期間をあわせた期間が３分の２以上であること。 
・直近の一年間に保険料未納期間がないこと。 

●相談・申請窓口 
保険年金課または総合支所市民福祉課 

 
 
 
（７）厚生年金保険（障害厚生年金）  

厚生年金保険に加入中に初診日のある傷病が原因で障がい者となった方は、年金事務所にお問い合わせくださ
い。（基礎年金番号の分かるものをご用意ください） 
●相談・申請窓口 

秩父年金事務所 ☎２７－６５６０ 
 
 
 
 
 
 
 
（８）特別障害給付金  

現在、障害基礎年金の１、２級の障がいの状態にあり、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷
病の初診がある方に給付金を支給します。 
●要件 

平成３年３月以前に国民年金の任意加入対象であった学生 
昭和６１年３月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者だった人の配偶者 

●請求時期 
原則、６５歳に達する日の前日まで 

●内容 
月額で支給額を算定となります 

●相談・申請窓口 
保険年金課または総合支所市民福祉課 
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（９）心身障害者扶養共済制度  
加入者が死亡または重度の障がい状態になった場合、障がい者に年金が支給されます。また、障がい者が死亡
した場合は弔慰金が支給されます。 
●対象者 

心身障がい者の保護者で次の要件に該当する方 
・加入者の年齢が４月１日で６５歳未満 
・加入時、埼玉県に住んでいる 
・加入者は特別の疾病や障がいがなく生命保険の対象となる健康状態である 

●掛金 
・掛金は加入者の年齢により月額９，３００円～２３，３００円 
・年金は１口月額２０，０００円（１人２口まで加入できます。） 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 

医療費の給付                                      

（１）自立支援医療の給付  
① 更生医療 

身体に障がいのある方の障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防ぐことが可能と認められる
特定の手術等の医療費の自己負担を軽減する制度です。国または都道府県が指定する医療機関で受けられ
ます（心臓手術、血液透析治療、角膜手術、関節形成手術、腎移植手術など）。 
医療費の給付には埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。自己負担金は原則 
として保険診療の１割となり、世帯の市町村民税額等に応じて月額上限額が設けられます。 
●対象者 

１８歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方 
●持参するもの 

身体障害者手帳、意見書、医療費概算額算定表、医療保険の資格確認書類、印かん、マイナンバーが分
かるもの、来庁者の本人確認書類 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課  

② 育成医療 
手術などの外科的な治療等により、確実な治療の効果が期待できると認められる場合、指定医療機関での
治療の医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担金は原則として保険診療の１割となり、世帯の市
町村民税額等に応じて月額上限額が設けられます。 
●対象者 

現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障がいを残すと
認められる１８歳未満の児童 

●持参するもの 
意見書、医療保険の資格確認書類、印かん、マイナンバーが分かるもの、来庁者の本人確認書類 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
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③ 精神通院 
指定医療機関で精神疾患の通院治療を受けている方の医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担金
は原則として保険診療の１割となり、世帯の市町村民税額等に応じて月額上限額が設けられます。 
●対象者 

統合失調症、そううつ病、パニック障害、てんかん、発達遅滞などの病気のため、通院している方。 
●持参するもの 

意見書、医療保険の資格確認書類、印かん、マイナンバーが分かるもの、来庁者の本人確認書類 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
 
 
（２）重度心身障害者医療費支給制度  

医療保険を使って医療機関で診療、薬剤の給付等を受けた場合に、医療費を助成します。ただし、一部対象者
は、対象外となる医療費があります。 
●対象者 
・身体障害者手帳１～３級の方 
・療育手帳Ⓐ～Ｂの方 
・精神障害者保健福祉手帳１、２級の方 
・埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障がい認定を受けた方 
※新規に手帳を交付された６５歳以上の方は除きます。 
※本人に一定の所得があるときは、次の更新(毎年１０月 1 日）までの期間は支給停止になります。 
●相談・申請窓口 

障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 
 
 
 
（３）ひとり親家庭等医療費支給制度  

父または母が一定の障がいの状態にあり、児童（１８歳年度末までの児童、または、一定の障がいのある２０
歳未満までの児童）を養育している場合、受給者と児童の保険適用分の医療費を支給します。 
※父または母のうち、一定の障がいの状態にない方が受給者となります。 
※受給者、配偶者、扶養義務者に、一定の所得がある場合、支給停止期間が発生します。 
●持参するもの 

加入保険情報が確認できる書類、口座情報の分かるもの、マイナンバーの分かるもの、本人確認書類など 
※家庭の状況により必要書類は異なります。 

●相談・申請窓口 
保育こども課または総合支所市民福祉課 
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税の控除・減免                                     

（１）税金の控除  
① 所得税の障害者控除 

納税者または控除対象配偶者や扶養親族に障がいがある場合、次の額の控除が受けられます。 
 
●内容 

   
●相談・申請窓口 

秩父税務署 ☎２２－４４３３ 
または勤務先の給与係 

 
② 市県民税の障害者控除 

納税者または控除対象配偶者や扶養親族に障がいがある場合、次の額の控除が受けられます。 
 
●内容 

   
●相談・申請窓口 

市民税課または勤務先の給与係 
 
③ その他 

相続税・贈与税の控除制度がありますので、税務署にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 

 障がいの程度 控 除 額
 ・身体障害者手帳 １、２級 

・療育手帳 Ⓐ、Ａ 
・精神障害者保健福祉手帳 １級

所得金額から４０万円控除

 ・身体障害者手帳 ３～６級 
・療育手帳 Ｂ、Ｃ 
・精神障害者保健福祉手帳 ２、３級

所得金額から２７万円控除

 障がいの程度 控 除 額
 ・身体障害者手帳 １、２級 

・療育手帳 Ⓐ、Ａ 
・精神障害者保健福祉手帳 １級

所得金額から３０万円控除

 ・身体障害者手帳 ３～６級 
・療育手帳 Ｂ、Ｃ 
・精神障害者保健福祉手帳 ２、３級

所得金額から２６万円控除
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（２）個人事業税の非課税  
両眼の矯正視力が０．０６以下の視覚障がいがあり、あんま・マッサージ・はり・きゅう・その他医業に類す
る事業を個人で営む場合、事業税が非課税になります。 
●相談・申請窓口 

秩父県税事務所 ☎２３－２１２２ 
 
 
（３）軽自動車税の減免  

次の（４）の表に該当する障がい者およびこれらの方と生活を共にする家族の方が所有する自動車で、もっぱ
ら身体障がい者などの通院、通学、通所、通勤のために使用される軽自動車の軽自動車税が減免されます。 
減免は、障がい者一人に対して 1 台（普通自動車も含む）です。 
●相談・申請窓口 

市民税課 
  ※軽自動車税の減免申請期間は納期限までとなります。 

※前年度軽自動車税の減免を受けている方で、障害者手帳等をお持ちの方や運転者の方に変更のない場合は
申請不要です。買い替え等により、減免を受ける軽自動車を変更される方は申請が必要です。 

 
 
（４）自動車税の減免 

下の表に該当する障がい者およびこれらの方と生活を共にする家族の方が取得または所有する自動車で、もっ
ぱら身体障がい者などの通院、通学、通所、通勤のために使用される自動車については、自動車税の減免制度
があります。減免は、障がい者一人に対して 1 台（軽自動車も含む）です。 
●減免の対象となる障害の区分及び級 

 
 

 手帳の種類および障がいの区分 減免の対象となる障がいの程度

 

身
体
障
害
者
手
帳

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸 １級、３級

 体幹  １～３級、５級

 聴覚  ２級、３級

 視覚  １～３級、４級の１（４級のうち視力の良い方の眼の視力が 0.08～0.1）

 音声または言語機能  ３級（こう頭が摘出された場合に限ります。）

 平衡機能  ３級

 上肢 ※主に手や腕  １級、2 級

 下肢 ※主に足  １～６級

 乳幼児期以前の非進行性脳病変に 
よる運動機能

上肢  １、２級

 移動  １～６級

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能または肝臓  １～３級

 療育手帳 Ⓐ、Ａ

 
精神障害者保健福祉手帳

１級（障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

に限ります。）

 戦傷病者手帳  身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
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 ○減免になります  ×減免になりません 
▲障がい者の世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できま

す。 
●相談・申請場所・申請期限   

 ※１ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。 
※２ 登録時に減免の対象となる課税がない自動車は、翌年度に申請してください。 
※３ 申請期限を過ぎた場合、これまで減免を受けていた自動車を抹消登録した場合に限り、申請月の翌月分

から月割の減免になります。 
※その他、詳しくは下記相談窓口までお問い合わせください。 
・秩父県税事務所 ☎２３―２１２１ ・自動車税事務所熊谷支所 ☎０４８―５３２―８０１１ 

 

公共料金の割引                                     

（１）バス運賃  
埼玉県内を発着するバスの運賃の５割が割引されます。ただし、バスの定期券は３割引です。（第１種身体障害
者、療育手帳をお持ちの方は付添者も割引されます。） 
●対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 
※精神障害者保健福祉手帳は、写真の貼付があるものに限ります 

●相談・申請窓口 ： 各バス会社 
 
（２）ＪＲ（鉄道・バス）運賃  

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者は手帳の提示で割引が受けられます。 

※西武鉄道や秩父鉄道等の私鉄についても同様の割引を行っておりますが、営業距離との関係でその取扱が異     
なる部分がありますので、詳しくは各鉄道会社へ直接お問い合わせください。 

※第１種身体障害者・第１種知的障害者（大人に限る）と介護する方１名を対象とした、障がい者割引が適用
される方向けのＩＣカードのサービスがあります。詳しくは、各鉄道会社へ直接お問い合わせください。 

●相談・申請窓口 ： ＪＲ窓口または各鉄道会社 
 

 
運転者 

納税義務者
障がい者本人

障がい者と 
同一生計の家族等

常時介護者 
（障がい者のために

常時運転する方）
 障がい者本人 〇 〇 ▲
 障がい者と同一生計の家族等 〇 〇 ✕

 ４月１日現在で所有している自動車 年度途中で取得した自動車（※２）
 申請場所 県税事務所または自動車税事務所・同支所 自動車税事務所・同支所
 申請期限 納税通知書の記載された納期限（※１） 登録の日から 30 日以内（※３）

 区 分 種 類 割引率 取扱区間
 

第１種障害者（介護付）
普通乗車券、定期乗車券 

回数乗車券、急行券
５割 全 線

 第１種・２種障害者（単独） 普通乗車券 ５割 片道１００㎞を超えるもの



 

29 

（３）国内航空運賃  
一部の航空会社において、障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの方
および同乗する介護者１名（いずれも満１２歳以上）の航空旅客運賃が割引となります。詳しくは、各航空会
社へ直接お問い合わせください。 
●相談・申請窓口 

各航空会社 
 
 
 
（４）携帯電話の料金  

障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）、特定疾患医療受給者証、特定疾患登録者
証をお持ちの方の携帯電話基本使用料等が割引となります。詳しくは、各携帯電話会社に直接お問い合わせく
ださい。 
●相談・申請窓口 

各携帯電話会社 
 
 
 
（５）ＮＴＴ番号案内の料金  

電話番号案内（１０４番）を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることにより無料
となります。 
●対象者 

・身体障害者手帳をお持ちで、下表に該当する方 

  ・療育手帳をお持ちの方 
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

●相談・申請窓口 
ＮＴＴふれあい案内  ☎０１２０―１０４１７４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 障害区分 手帳の等級
 視覚障がい １～６級
 肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害） １、２級
 聴覚障がい ２～６級
 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障がい ３、４級
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（６）ＮＨＫ受信料  
●全額免除の方 

① 公的扶助を受けている場合 
② 身体障害者手帳を持っている方の世帯全員が市民税非課税の場合 
③ 療育手帳を持っている方の世帯全員が市民税非課税の場合 
④ 精神障害者保健福祉手帳を持っている方の世帯全員が市民税非課税の場合 
⑤ 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合 

●半額免除の方（世帯主が受信契約者であること） 
① 視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障害者手帳を持っている方が世帯主の場合 
② １、２級の身体障害により身体障害者手帳を持っている方が世帯主である場合 
③ 重度の知的障害者（Ⓐ、Ａ）と判断された方が世帯主である場合 
④ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級）の方が世帯主である場合 
⑤ 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第１款症の方が、世帯主である場合 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
 
 
（７）有料道路  

通勤、通学、通院等の日常生活で有料道路を利用される障がい者の方に対して、料金が割引されます。 
●対象となる範囲 

 ●利用方法・割引額 
割引適用の事前申請をしてください。割引対象である旨のシールを貼付した身体障害者手帳または療育手帳
を料金所係員に提示すると半額になります。 

●相談・申請窓口 
障がい者福祉課または総合支所市民福祉課 

 
 
 

 対象者 対象となる車
 

本
人
が
運
転

身体障害者手帳をお持ちの方

本人または配偶者等のご家族が所有する自家用車（営業

車は除く）
 

レンタカー、借用自動車

 

本
人
以
外
が
運
転
し
、 

本
人
が
乗
車

第１種に該当する身体障害者手帳または療

育手帳をお持ちの方

本人または配偶者等のご家族が所有する自家用車（営業

車は除く）
 本人・家族どちらも所有していないときは、継続して日

常的に介護している方が所有する自家用者
 

レンタカー、借用自動車

 
介護・福祉タクシー、一般タクシー、福祉有償運送車両
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秩父図書館からのご案内                                 

図書館では、活字による読書が困難な方へ、さまざまなサービスを行っています。 
 

■ カウンターに筆談用のホワイトボードがあります 
秩父図書館のカウンターには、筆談用のホワイトボードが置いてあります。耳の不自由な方、声の出しづ
らい方は、どうぞご利用ください。 

■ 貸出期間の延長サービス 
障害者手帳をお持ちの方は、障がい者登録をしていただくと、通常２週間の貸出期間が１か月まで延長さ
れます。頻繁に来館することが困難な方は、ぜひご登録ください。 
利用登録のために来館することが困難な方は、代理申請も可能です。その場合は、事前に秩父図書館に連
絡のうえ、障害者手帳と来館される方の身分証明書をご持参ください。 

■ 視覚障害者の方は、郵送貸出サービスが利用できます 
① 障がい者登録により、ＣＤ、カセットテープ、デイジーの郵送貸出が利用できます。お電話でお申し

込みいただいた図書館資料をご自宅まで郵送でお届けします。ただし、郵送用の袋の都合上、一度に
貸出できるのは２点程度です。送料は無料です。 

② １回のＣＤ、デイジーの合計貸出点数の上限は、１０点で貸出期間は１か月です。 
■ 対面朗読サービス 

本が読みたいけれど、視覚障害、高齢などによりご自分で本を読むことが困難な方は、秩父図書館の対面
朗読サービスをご利用ください。利用希望日の 1 週間前までに、秩父図書館までお電話にてお申し込みく
ださい。 

■ 「りんごの棚」をご利用ください 
ＬＬブック、デイジー資料、点字資料、大活字本など、活字による読書が困難な方でも利用しやすい資料
を集めたコーナーがあります。点字つきの絵本やＬＬブックの絵本など、児童書も数多く取り揃えていま
す。 

■ 大活字本 
図書館では、大活字本を所蔵しています。小さな文字を読むことが困難な方は、ぜひご利用ください。 

■ 録音図書 
録音図書とは、図書や雑誌を音訳して録音したものです。デイジー図書等をご利用いただけます。 
※ デイジー図書とは…障がい者用に開発された、デジタル録音図書のことです。読み上げ速度を変更し

たり、任意のページや場面に飛んで読むことができます。 
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相談窓口 
 内 容 機関名 住 所 電 話 FAX
 

障がい福祉全般に 
関すること

秩父市役所福祉部 
障がい者福祉課

秩父市熊木町 8-15 27-7331 
（直通）

27-7336

 秩父市役所吉田総合支所 
市民福祉課

秩父市下吉田 6585-2 72-6082 
（直通）

77-1529

 秩父市役所大滝総合支所 
市民福祉課

秩父市大滝 4058 55-0865 
（直通）

55-0172

 秩父市役所荒川総合支所 
市民福祉課

秩父市荒川上田野 1734-6 54-2116 
（直通）

54-2334

 

障がいに関すること 
心の健康相談

秩父市役所保健医療部 
保健センター

秩父市永田町 4-17 22-0648 22-5338

 秩父市役所保健医療部 
吉田保健センター

秩父市下吉田 6569-1 77-1112 77-1138

 秩父市役所保健医療部 
大滝保健センター

秩父市大滝 4058 
大滝総合支所内 55-0102 55-0172

 秩父市役所保健医療部 
荒川保健センター

秩父市荒川上田野 1734－6 
荒川総合支所内 54-2231 54-2334

 １８歳未満の児童に 
関すること

埼玉県熊谷児童相談所 熊谷市箱田 5-12-1 048-521-
4152

048-520-
1036

 
地域での相談に 

関すること

民生委員・児童委員
秩父市熊木町 8-15 
秩父市社会福祉課

25-5204 
（直通） 22-7168

 身体障害者相談員 
知的障害者相談員

秩父市熊木町 8-15 
秩父市障がい者福祉課

27-7331 
（直通） 27-7336

 

地域生活への援助

秩父市社会福祉協議会 秩父市野坂町 1-13-14 
秩父市福祉女性会館内 22-1514 22-4815

 秩父障がい者総合支援センター 
フレンドリー（カナの会）

秩父郡皆野町国神 421 
カーサ・ミナノ内 26-7102 62-5613

 秩父障がい者総合支援センター 
フレンドリー（清心会）

秩父市熊木町 12-2１ 
さやかサポートセンター内 21-7171 24-9963

 生活支援センター アクセス 秩父市寺尾 1404 24-1025 24-1026

 

労働に関すること

秩父公共職業安定所 
ハローワーク秩父

秩父市下影森 1002-1 22-3215 24-6898

 秩父障がい者就労支援センター 
キャップ

秩父市熊木町 12-2１ 
さやかサポートセンター内 21-7171 24-9963

 

市民福祉に関すること

秩父市役所福祉部 
社会福祉課

秩父市熊木町 8-15 25-5204 
（直通）

22-7168

 秩父市役所福祉部 
高齢者福祉課

秩父市熊木町 8-15 25-5205 
（直通）

27-7336

 秩父市役所福祉部 
子育て支援課

秩父市阿保町 9-28 
下郷児童館２階

26-6535 
（直通）

26-6307

 秩父市役所福祉部 
秩父地域包括支援センター

秩父市熊木町 8-15 22-2582 
（直通）

27-7336

 秩父市役所福祉部 
保育こども課

秩父市熊木町 8-15
25-5206 
（直通）

22-7168

 秩父市役所保健医療部 
保険年金課

秩父市熊木町 8-15
25-5201 
（直通）

22-7168

 秩父市役所財務部 
市民税課

秩父市熊木町 8-15
22-2209 
（直通）

25-0135
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